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教 育 監  

 

 

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校 

及び特別支援学校等における教育活動の再開後の児童・生徒に対 

する生徒指導上の留意事項について（通知） 

 

 

 このことについて、別添写しのとおり、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長か

ら通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う長期の休業により、教育活動再開

後においても、多くの生徒が学習、進路、交友関係及び部活動等様々な面で不安やス

トレス等を抱えている可能性があります。 

ついては、令和２年５月 22 日付け通知「県立学校における教育活動の再開に向け

た準備等について」により、各校種のガイドラインを踏まえた検討、準備を進めるよ

うお願いしているところですが、今般の文部科学省通知の趣旨を踏まえ、教育活動の

再開後の生徒に対する支援の取組みについて、一層の充実を図るようお願いします。 

また、これまで大型連休明けや長期休業明けなどを捉えて、生徒に「いのちを大切

にするメッセージ」を伝えるようお願いしてきたところですが、学校再開に際して、

生徒一人ひとりの様子をよく観察し、小さな異変も見逃さないようにするとともに、

生徒が一人で悩みを抱え込むことがないよう、別紙「生徒の皆さんへ」を参考に、各

学校の状況に応じ、校長自身や身近なクラス担任等から、それぞれ工夫したメッセー

ジをホームルームなど適切な機会を捉え、生徒に伝えていただくようお願いします。  

 なお、生徒が抱える様々な課題に対応する際には、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等とともに教育相談窓口の活用も有効です。各校におかれては、

県立総合教育センターの相談窓口の活用も検討いただくようお願いします。 

 

 県立総合教育センターの総合教育相談 0466-81-0185 

 

 

 

 

問合せ先 

学校支援課 

県立学校生徒指導グループ 齋藤、石川 

電 話  (045)210-8295（直通） 



別紙 

生徒の皆さんへ（例） 
 

長かった臨時休校が終わり、学校生活がようやく再開されました。３月

からこれまで、皆さんは先が見通せず、不安な気持ちで過ごしていたと思

います。先生たちも、皆さんと直接会うことができず、とても悔しい思い

をしていました。 

 しばらくは、分散登校、時差登校など、通常とは違う形での学校生活が

続きます。 

このような状況で、勉強のこと、進路のこと、部活動のこと、友だちのこ

と、家族のことなど、いろいろ不安に思うのは当然です。様々な変化の中

で、ストレスがたまって、体や心に負担がかかることもあるでしょう。 

そんな時には、一人で悩みを抱え込まずに、（担任、部活動顧問、養護教

諭などの）先生や、スクールカウンセラー、家族など、周囲の大人に相談し

てください。「24 時間子どもＳＯＳダイヤル」「ＳＮＳ相談」などの窓口に

相談することもできます。 

 また、友だちから相談を受けて、自分ひとりでは支えきれないと感じた

場合は、信頼できる大人に相談してください。遠慮せず声をかけてくださ

い。 

先生たちは、皆さんの不安な気持ちに寄り添いたい、支えになりたいと

心から思っています。通常の学校生活ができるようになるまで、焦らずに、

そして共に歩んでいきましょう。 














